
603 円

672 円

745 円

815 円

884 円

② 22 円

③ 15 円

④

⑤ 1,445 円 1,445 円 1,300 円 1,000 円 600 円 300 円

⑥ 855 円 855 円 370 円 370 円 370 円 0 円

要介護　１ 3,741 円 3,021 円 2,391 円 2,091 円 1,691 円 1,021 円

要介護　２ 3,897 円 3,098 円 2,468 円 2,168 円 1,768 円 1,098 円

要介護　３ 4,061 円 3,181 円 2,551 円 2,251 円 1,851 円 1,181 円

要介護　４ 4,219 円 3,259 円 2,629 円 2,329 円 1,929 円 1,259 円

要介護　５ 4,374 円 3,337 円 2,707 円 2,407 円 2,007 円 1,337 円

451 円

561 円

② 22 円

③

④ 1,445 円 1,445 円 1,300 円 1,000 円 600 円 300 円

⑤ 855 円 855 円 370 円 370 円 370 円 0 円

要支援　１ 3,365 円 2,833 円 2,203 円 1,903 円 1,503 円 833 円

要支援　２ 3,613 円 2,956 円 2,326 円 2,026 円 1,626 円 956 円

※1．人員や体制の変動等により、加算の算定条件を満たさなくなった場合には、その期間の算定は行いません。

　　　(下位の加算で算定条件を満たしている場合には、条件に応じた加算を算定させて頂きます)

※2．介護サービス費(1日)と加算については、負担割合1割の金額で記載しています。

※3．食費・部屋代の減額手続きをされている方は、各段階によって料金が変わります。 (詳細は各市町村役場にお問合せ下さい。）

・4段階…1～3段階に該当しない場合。

・3段階②…市町村民税非課税世帯であり、年金収入等が120万円を超えている場合。預貯金等が単身で500万円

　（夫婦で1,500万円）以下である場合。

・3段階①…市町村民税非課税世帯であり、年金収入等が80万円超120万円以下である場合。預貯金等が単身で

　550万円（夫婦で1,550万円）以下である場合。

・2段階…市町村民税非課税世帯であり、年金等の収入が80万円以下の場合。預貯金等が単身で650万円（夫婦で

　1,650万円）以下である場合。

・1段階…市町村民税非課税世帯であり、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者の場合。

 食　　 費（１日）

部 屋 代（１日）

合計：１日当りの利
用料金目安（①～

⑤の合計）

ｻｰﾋﾞス提供体制強化加算Ⅰ
(1日)

介護職員処遇改善加算Ⅰ
特定処遇改善加算Ⅰ
介護職員等ﾍﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支
援加算

①～②（保険適応）に対して12.6％分。（他に加算適応があれば、その分も含む）
  [内訳]
    介護職員処遇改善加算Ⅰ/8.3%, 特定処遇改善加算Ⅰ/2.7%,
    介護職員等ベースアップ等支援加算/1.6％

負担限度額(食費・居住費負担) 4段階(2割負担者) 4段階 3段階② 3段階① 2段階 1段階

介護職員の総数のうち、介護福祉士の資格を有する者の占める割合が加算用件を上
回る配置をしている場合。

 食　　 費（１日）

部 屋 代（１日）

合計：1日当りの利
用料金目安

（①～⑥の合計）

要支援　２
① 介護サービス費(１日)

要支援　１

＜予防給付＞

負担限度額(食費・居住費負担) 4段階(2割負担者) 4段階 3段階② 3段階① 2段階 1段階

ｻｰﾋﾞス提供体制強化加算Ⅰ
(1日)

介護職員の総数のうち、介護福祉士の資格を有する者の占める割合が加算用件を上
回る配置をしている場合。

夜勤職員配置加算Ⅲ(1日)
基準を満たす、夜勤職員の配置と、看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職
員を配置している場合。

介護職員処遇改善加算Ⅰ
特定処遇改善加算Ⅰ
介護職員等ﾍﾞｰｽﾞｱｯﾌﾟ等支
援加算

①～③（保険適応）に対して12.6％分。（他に加算適応があれば、その分も含む）
  [内訳]
    介護職員処遇改善加算Ⅰ/8.3%, 特定処遇改善加算Ⅰ/2.7%,
    介護職員等ベースアップ等支援加算/1.6％

　　穂波園指定短期入所生活介護事業所　サービス利用料金(令和6年4月以降分)

＜介護給付＞

① 介護サービス費(１日)

要介護　１

要介護　２

要介護　３

要介護　４

要介護　５

【別紙１】



　　かかります。
＜介護給付＞
①送迎加算：(片道184円：送迎が必要な方)

③緊急短期入所受入加算：(90円/日：緊急に短期入所生活介護を受ける事が必要と認めた者。利用日から7日間

　　やむを得ない事情がある場合は14日間)

④認知症行動・心理症状緊急対応加算：（200円/日：7日間限度に医師が、認知症の行動・心理症状が認められる

　ため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した場合）

⑤長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合：（－30円/日：30日を超える場合）

<予防給付＞
①送迎加算：(片道184円：送迎が必要な方)

③認知症行動・心理症状緊急対応加算：（200円/日：7日間限度に医師が、認知症の行動・心理症状が認められる

　ため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した場合）

　　　の合計所得金額の合計が単身で280万円以上、２人以上世帯で346万円以上の場合は2割負担、単身で年間340

　　　万円以上、夫婦世帯で463万円以上の収入がある方は、3割負担となります。

※5．その他の費用として医療費・薬剤費・受診料・特別な食事・外食費用・日用品、衣類等について別途必要となる

　　　場合があります。　

◎下記の保険外サービスについて、ご利用された場合の利用料金は次の通りです。
①理容代：(顔ぞりあり・ベット上1500円、なし1000円/２ヶ月に１回程度お勧めさせていただきます。)

②日用品等：(実費/ティッシュペーパー(自室分)、歯ブラシ、口腔ケア用スポンジ、義歯洗浄剤、口腔保湿ジェル

　　　　　　　　：月１～２回程度、買い物の日に代行購入可能です。必要に応じ、代行購入させて頂きます。)

③医療品にかかわる物：（実費/予防接種・経管吸引チューブ等）

④電気剃刀等：(電気代は対象としませんが、個人でご用意お願いします)

※7．おむつ・石鹸・洗剤等の日用品費は介護サービス費に含まれておりますが、個人の嗜好において物品を指定

　　　し、占有する場合は実費となります。

◎電化製品使用について
居室用テレビ・ラジカセ(電池式除く)・電気毛布(あんか)・携帯電話などの持ち込みをされる場合は、一律で300円徴収

致します。※持ち込みを希望される電化製品については、職員にご相談下さい。

※8.電気代は1ヶ月単位での請求となります。利用時終了時には、別紙、利用届（終了届）の提出をして頂きますので、

 使用開始・引き上げについては職員に必ずお申出ください。

※9.使用しない場合は、早急にお持ち帰りください。使用の際には周囲の方に配慮したご使用をお願いします。

　

　

②療養食加算：（8円／1食：糖尿病食、心臓病食などの療養食が必要な場合）

※4．上記の加算料金は、保険適応分が１割負担で記載しています。同一世帯の第１号被保険者の年金収入とその他

◎ 次に該当される方は、サービス利用料金表以外に介護保険適用分の加算額負担が別に

②療養食加算：（8円／1食：糖尿病食、心臓病食などの療養食が必要な場合）


